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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２５年９月１２日 ０２時５０分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿
いぶすき

市指宿港東方沖  

 指宿港東防波堤灯台から真方位０９５°０.８海里付近 

 （概位 北緯３１°１４.２′ 東経１３０°４０.４′） 

事故調査の経過  平成２５年９月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八春日
か す が

丸、１９トン 

 ＫＧ２－５０１１（漁船登録番号）、春日水産有限会社 

 １８.４５ｍ（Lr）×４.３７ｍ×１.７７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４７８kＷ、昭和６３年３月５日 

 第２９０－４５７６１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１年６月２２日 

  免許証交付日 平成２４年７月１１日 

         （平成２７年８月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（全焼） 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、指宿市山川港で水揚げ後、平成

２５年９月１２日０２時３０分ごろ、同市今
いま

和泉
い ず み

漁港に帰るため、航

行を始めたが、約１時間半の航程であったので、船員室で休息をとる

乗組員はおらず、全員が操舵室にいた。 

 船長は、指宿港東方沖を航行中、僚船と水揚げについて、携帯電話

で話し終え、０２時４９分ごろ、機関室前部に設置された‘発電機を

駆動するディーゼル機関’（以下「補機」という。）からと思われる異

音に気付き、点検のために操舵室を出て機関室に向かった。 

船長は、機関室に入り、主機上方に設けられたプレート上から補機

を見たところ、焼けた臭いはしなかったが、補機の３番シリンダ付近

から白煙が少量出ていることを認め、本船が指宿市知
ち

林ケ
り ん が

島付近に向
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けて航行していたので、停止してから再度点検しようとして操舵室に

戻った。 

 船長は、操縦ハンドルを中立とするとともに、甲板員に投錨を指示

し、機関室の入口に戻ったところ、０２時５０分ごろ、補機から白煙

の出ていた付近に高さ約５０cm の炎を認め、火災と判断した。 

船長及び甲板員は、機関室入口において、機関室後方の賄室に保管

していた持運び式炭酸ガス消火器を使用し、また、自動拡散型消火器

を投げ入れ、初期消火に努めたところ、炎が見えなくなった。 

船長は、操舵室に戻り、０２時５７分ごろ、船舶電話で海上保安庁

に火災の発生及び救助を要請中、操舵室の床から黒煙が漏れ出し、間

もなくブラックアウト（電源喪失）したため、機関室内の火災が拡大

したものと思い、全員に退避するように指示したが、この頃、主機及

び補機の運転音が聞こえていた。 

船長及び乗組員３人は、船尾甲板の棚に保管していた救命胴衣を着

用し、炎と黒煙が機関室から吹き出して船尾方に流れて来たので、危

険を感じ、０３時００分ごろ海へ飛び込んだ。 

船長及び乗組員３人は、その後、流れて来た本船の救命いかだに乗

り移り、０４時００分ごろ近くで操業していた漁船に救助された。 

 本船は、巡視艇の放水による消火活動が行われて鎮火したが、操舵

室等が焼失して水船状態となり、えい
．．

航されて今和泉漁港に入港し

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 補機は、主機の前部に船横方向に設置されて２２０Ｖ３０kＶＡの

発電機を駆動しており、機関室の前壁に配電盤が設けられていた。 

 船長は、山川港において水揚げ中、機関室内を見回し、運転中の補

機に異常を認めなかった。 

補機は、平成２５年８月１０日ごろ、機関整備業者によって中古の

機関に換装され、その際、ピストン抜き整備を実施してピストンリン

グ、クランクピン軸受メタル等を新替えしたが、連接棒ボルトには、

外観上異常が認められなかったので、新替えせずに復旧した。 

 補機は、４シリンダ機関であり、本事故後、３番シリンダの連接棒

ボルト２本のうち、１本が抜け落ち、１本が破断し、連接棒大端部の

下側がクランクケースの左側（船首側）を突き破って飛び出してお

り、同ケースに直径約１０cmの破口が確認された。 

 補機は、本事故後、クランクケースの破口箇所付近に設置されたセ

ルモーターとバッテリーとの間の電線が激しく焼損し、短絡痕が認め

られた。 

 補機の始動及び停止は、機側のみで行い、操舵室ではできなかっ

た。 
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 機関室ファンは、補機駆動の発電機を電源として２台あり、本事故

当時、１台が排気ファンとして運転されていた。 

機関室には、火災探知器及び自動拡散型消火器がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、指宿港東方沖を航行中、補機３番シリンダの連接棒大端部

の下側が脱落してクランクケースを突き破り、破損片によってセルモ

ーターとバッテリーとの間の電線が短絡して発火したことから、同電

線の絶縁被覆等に延焼した可能性があると考えられる。 

補機は、３番シリンダの連接棒ボルト１本が抜け落ちたことから、

もう１本の連接棒ボルトに過大な引張力が作用して破断し、連接棒大

端部の下側が脱落したものと考えられる。 

補機は、１か月前の換装時に３番シリンダの連接棒ボルトを脱着し

た際、同ボルトの締付け不足により、同ボルトが抜け落ちた可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、指宿港東方沖を航行中、補機３番シリン

ダの連接棒大端部の下側が脱落してクランクケースを突き破り、破損

片によってセルモーターとバッテリーとの間の電線が短絡して発火し

たため、同電線の絶縁被覆等に延焼したことにより発生した可能性が

あると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・連接棒ボルトは、締付けを適切に行い、試運転を行って緩み等の

有無を確認すること。 

・機関室には、自動拡散型自動消火器の設置が望ましい。 

 


